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町
で
は
、
こ
れ
ま
で
各
種
団
体
へ
交

付
し
て
き
た
補
助
金
に
つ
い
て
、
平
成

24
年
度
交
付
分
か
ら
公
募
制
に
改
め
ま

す
。

　

こ
れ
は
、
新
た
な
市
民
活
動
を
支
援

す
る
と
と
も
に
、
従
来
の
制
度
で
は
固

定
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
補
助
金
に

つ
い
て
、
す
べ
て
の
団
体
に
改
め
て
同

じ
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
て
い
た
だ

き
、
公
正
透
明
で
適
切
な
補
助
を
行
い

な
が
ら
、
よ
り
効
果
的
に
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で

す
。

　

こ
れ
ま
で
補
助
を
受
け
て
こ
ら
れ
た

団
体
も
公
募
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
交

付
に
つ
い
て
は
第
三
者
機
関
（
三
芳
町

補
助
金
等
検
討
委
員
会
）で
審
査
さ
れ
、

そ
の
結
果
を
も
と
に
決
定
し
ま
す
。

　

公
募
制
度
は
平
成
24
年
度
の
交
付
分

か
ら
適
用
と
な
り
ま
す
が
、
応
募
や

選
考
の
手
続
き
は
本
年
度
か
ら
行
い
ま

す
。

応
募
資
格
（

〜

の
全
て
に
該
当
）

 

地
域
の
公
益
の
増
進
に
寄
与
し
、
か

つ
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
任
意
団

体
も
し
く
は
特
定
非
営
利
活
動
法
人

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
）

 

５
人
以
上
で
構
成
さ
れ
、
活
動
拠
点

が
町
内
に
あ
り
、
町
内
で
活
動
し
て

い
る
団
体

 
政
治
や
宗
教
を
主
た
る
目
的
と
す
る

団
体
は
除
く

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
あ
っ
て
は

　

法
人
税
に
関
す
る
諸
手
続
き
が
行
わ  

　

れ
て
お
り
、
税
金
を
滞
納
し
て
い
な

　

い
こ
と

対
象
事
業

　

補
助
金
交
付
基
準
※
１

に
照
ら
し
て

必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
事
業
・
活
動

（
原
則
と
し
て
同
一
の
事
業
・
目
的
で

町
か
ら
他
の
補
助
金
を
受
け
て
い
る
団

体
、
も
し
く
は
町
や
町
教
育
委
員
会
と

共
催
す
る
事
業
・
活
動
は
除
く
。）

申
請
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
添

付
書
類
を
添
え
て
、
以
下
の
期
日
ま

で
に
役
場
政
策
秘
書
室
（
４
階
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
（
原
則
持
参
と
し
ま

す
）。

申
込
期
限

　

平
成
23
年
８
月
１
日
（
期
限
厳
守
）

提
出
書
類

・
三
芳
町
公
募
補
助
金
申
請
書
（1）

・
申
請
内
容
の
概
要
書
（2）

・ 

収
支
予
算
・
決
算
資
料
（3）
（
前
年
度

か
ら
次
年
度
ま
で
の
３
か
年
分
）

・
団
体
規
約

・
構
成
員
の
名
簿

・ 

活
動
内
容
を
確
認
で
き
る
資
料
等

（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
記
録
写
真
、
総

会
資
料
等
）

●
（1）
〜
（3）
の
様
式
は
、
役
場
政
策
秘
書

室
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご
利
用
で
き
ま
す
。

・
補
助
金
の
範
囲
は
、
補
助
対
象
経
費
※
２

　

 

総
額
の
100
分
の
10
か
ら
100
分
の
50
ま

で
で
す
。

・ 

応
募
い
た
だ
い
た
団
体
補
助
に
つ
い

て
、
住
民
や
学
識
経
験
者
５
名
に
よ

る
第
三
者
機
関
（
三
芳
町
補
助
金
等

検
討
委
員
会
）
で
審
査
を
行
い
、
こ

の
結
果
を
踏
ま
え
て
町
が
採
択
・
不

採
択
を
決
定
し
ま
す
。

・ 

最
終
的
に
採
択
さ
れ
た
団
体
は
、
最

長
で
３
年
間
、
補
助
金
の
交
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
採
択
時
の

付
帯
条
件
に
よ
り
、
３
年
未
満
に
な

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
）。

・ 

交
付
年
限
終
了
以
降
に
補
助
金
の
交

付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
再
度
申
請

を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す

（
申
請
ご
と
に
選
考
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
）
。

・  

今
回
は
、
平
成
24
年
度
か
ら
最
長

３
年
間
（
平
成
26
年
度
ま
で
）
の
事

業
・
活
動
に
つ
い
て
申
請
で
き
ま
す
。

 申請の締切り後、三芳町補助金等検討委員会

による審査が行われます（９～10月）。検討

委員会は、審査の結果をとりまとめた「提言

書」を町長に提出します（10～11月）。

 提言書で「交付すべきでない」とされた団体

は、「公開ヒアリング」に出席し、追加ＰＲ

をすることができます（11 月）。

 提言書の内容と公開ヒアリングの結果をあわ

せて町が検討し、「採択」「不採択」を決定。

各団体に通知します（12 ～１月）。

 採択団体には「補助限度額（上限額）」を通

知します（３月）。

 採択団体は、翌年度に交付申請し、補助金の

交付を受けます。

対
象

申
込
み


日
時
・
場
所

　
　

７
月
16
日

・
17
日


　
　

午
前
９
時
〜
午
後
６
時
ま
で

　
　

 

藤
久
保
公
民
館
ホ
ー
ル
・
保
健
セ

ン
タ
ー
ロ
ビ
ー

※
詳
細
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は

　

別
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※ 

進
行
状
況
に
よ
り
、
予
定
時
間
が
前

後
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。


実
施
方
法

　
「
事
業
の
仕
分
け
」
は
２
班
に
分
か

れ
、
32
の
事
業
（
１
班
あ
た
り
１
日
８

事
業
、
２
日
間
で
計
16
事
業
）
に
つ
い

て
行
い
ま
す
。
評
価
は
、
１
班
あ
た
り

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
１
人
、
市
民
判
定

人
５
人
（
公
募
・
無
作
為
抽
出
の
２
人
、

学
識
経
験
者
２
人
、
団
体
推
薦
１
人
）

の
構
成
で
行
わ
れ
ま
す
。

※
公
募
・
無
作
為
抽
出
・
団
体
推
薦
の

人
は
午
前
・
午
後
で
入
れ
替
え
を
し
、
計

24
人
の
方
に
参
加
い
た
だ
く
予
定
で
す
。


評
価
・
判
定
結
果
の
活
用

　
「
事
業
の
仕
分
け
」
の
結
果
を
参
考

に
、
町
で
は
今
後
の
事
業
の
あ
り
方
、

実
施
方
法
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た

う
え
で
町
の
方
針
を
決
定
し
、
予
算
編

成
へ
の
反
映
や
事
業
の
改
善
を
図
り
ま

す
。


傍
聴
方
法

　

事
前
の
申
し
込
み
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
会
場
へ
の
入
退
室
は
自
由
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
傍
聴
席
に
限
り
が
あ
り

ま
す
の
で
、
入
場
を
制
限
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

【
当
日
の
流
れ
】

事
業
概
要
の
説
明

事
業
担
当
者
が
事
業
の
概
要
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。

←

質
疑
・
応
答

市
民
判
定
人
と
事
業
担
当
者
に
よ
る
質

疑
・
応
答
を
行
い
ま
す
。

←

傍
聴
人
へ
の
意
見
聴
取

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
傍
聴
人
に
意
見

聴
取
を
行
い
ま
す
。←

評
価
・
判
定

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
市
民
判
定
人
に

よ
り
判
定
を
導
き
出
し
ま
す
。

【
判
定
内
容
】

　

事
業
の
必
要
性
や
手
法
、
民
間
活

力
の
導
入
な
ど
の
視
点
か
ら
評
価
を
行

い
、「
継
続
」「
廃
止
」「
民
間
活
用
」「
国
・

県
に
よ
る
実
施
」「
住
民
と
の
協
働
」「
内

容
改
善
」
の
う
ち
か
ら
判
定
を
導
き
出

し
ま
す
。

　

町
で
は
、
住
民
と
と
も
に
す
す
め

る
行
財
政
改
革
の
一
環
と
し
て
、
町

が
実
施
し
て
い
る
事
務
事
業
に
つ
い

て
、
公
開
の
場
で
住
民
の
皆
さ
ん
参

加
の
も
と
で
外
部
評
価
を
行
う
三
芳

町
「
事
業
の
仕
分
け
」
を
実
施
し
ま

す
。

　

三
芳
町　

事
業
の
仕
分
け

日
付 時間

１班（藤久保公民館） ２班（保健センター）

事業名 事業名

７
月
16
日


９：10～ 10：00 障がい者手当 ファミリー・サポート・
センター運営

10：10～ 11：00 障がい者就労支援センター ひとり親家庭等福祉推進

11：10～ 12：00 集会所等維持管理 予防接種

12：10～ 13：00 交流促進（みよしまつり） がん検診

13：00～ 14：00 昼休み

14：00～ 14：50 ぬくもり健康入浴 子育て支援センター管理運営

15：00～ 15：50 ねたきり老人等手当支給 児童館管理運営

16：00～ 16：50 防災対策 休日急患診療所運営費補助

17：00～ 17：50 「広報みよし」発行 バス交通改善対策

７
月
17
日


９：10～ 10：00 農業改善 子どもフェスティバル補助

10：10～ 11：00 特別栽培（有機）推進 公民館施設管理運営

11：10～ 12：00 公園等施設管理 小中学校コンピューター
維持管理

12：10～ 13：00 緑化推進 学校図書館図書整備

13：00～ 14：00 昼休み

14：00～ 14：50 スズメ蜂駆除 三富及び旧島田家住宅

15：00～ 15：50 産業祭補助 歴史民俗資料館教育普及

16：00～ 16：50 町建築物耐震改修促進 国際交流

17：00～ 17：50 成人式開催 一般下水道施設管理

　

東
日
本
大
震
災
に
あ
た
り
、
引

き
続
き
多
く
の
人
に
義
援
金
の
ご

協
力
を
い
た
だ
き
、
６
月
７
日
現

在
で
一
五
六
六
万
一
二
〇
八
円
が

集
ま
り
ま
し
た
（
募
金
箱
へ
の
義

援
金
含
む
）。

　

こ
こ
で
は
、
掲
載
の
許
可
を
い

た
だ
い
た
人
に
つ
い
て
ご
紹
介
し

ま
す
。（
敬
称
略
）

一
万
五
五
三
一
円／

藤
久
保
第
三
区

五
〇
万
円
／
緑
が
丘
進
和
会

二
万
九
四
〇
〇
円

／
藤
久
保
第
四
区
親
和
会

五
万
円／


阿
部
商
事
従
業
員
一
同

十
二
万
九
九
〇
四
円

／
新
舞
踊
松
美
流
栄
扇
会

四
万
四
〇
〇
〇
円
／
「
第
24
回
三

芳
町
合
唱
祭
」
実
行
委
員
会

一
万
三
五
〇
〇
円／

三
芳
郷
土
史
会

一
〇
万
円
／
北
永
井
第
一
区

二
十
七
万
円
／

帆
栄
物
流

十
万
一
〇
〇
〇
円／

藤
久
保
第
二
区

一
万
七
三
八
七
円

／
藤
久
保
第
一
区
寿
朗
会

十
万
円
／
三
芳
町
区
長
会

【
問
い
合
わ
せ
】

　
　

政
策
秘
書
室
政
策
推
進
係

（
H
４
２
２
・
４
２
３
）

そ
の
他

東日本大震災への義援金　ご協力ありがとうございます

　
　

平
成
24
〜
26
年
度
分

　
　
　
　
　
　

町
の
補
助
金　

交
付
希
望 

団
体
募
集

5 4

　

（
※
１
・
※
２
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

選考の方法と決定までの流れ

【問い合わせ】

政策秘書室政策推進係

（H４２２・４２３）


